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放送ίϯςϯπのւ֎展開�
放送コンテンツの海外展開は、訪日観光客の増加や地域産品の販路拡大といった経済波及効果が見込まれ、また

ソフトパワーを通じた日本に対するイメージ向上にも寄与し、外交的な観点からも極めて重要である。総務省で
は、放送コンテンツの海外展開をサポートする官民連携の横断的組織である「一般社団法人放送コンテンツ海外展
開促進機構（B

ビージェイ
EAJ＊1）」や関係省庁等とも連携しながら、日本と海外の放送事業者等が、日本の魅力を発信する

放送コンテンツを共同制作し、海外で放送する取組を継続的に支援している。また、2018年（平成30年）10月
のMIPCOM（仏国・カンヌ）、同年12月のATF（シンガポール）、2019年（平成31年）1月のNATPE（米国・
マイアミ）、同年3月の香港フィルマート（香港）のコンテンツ国際見本市において、放送事業者のブース出展支
援を行ったほか、海外バイヤーとのネットワーキング作りのためのイベントを開催した。

放送コンテンツの海外展開については、「2018年度までに放送コンテンツ関連海外市場売上高を2010年度の約
3倍（約200億円）に増加させる」ことを目標としていたが、2015年度（平成27年度）において、これを達成し
たことを受け、「2020年度までに放送コンテンツ関連海外売上高を500億円に増加させる」ことを新たな目標に
かかげ、取組を一層強化している（ਤද�������）。

放送ίϯςϯπの࡞ŋྲྀ௨のଅਐ�
2016年（平成28年）10月、総務省は、①ブロードバンドを活用した放送サービスの高度化の方向性、②放送

サービスの高度化を支える放送・通信インフラの在り方、③放送コンテンツの適正かつ円滑な製作・流通の確保方
策等について総合的な検討を行うため、情報通信審議会に「視聴環境の変化に対応した放送コンテンツの製作・流
通の促進方策の在り方」を諮問した。これを受けて、主に①放送コンテンツの流通を支える配信システム及びネッ
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＊1	 BEAJ：Broadcast	Program	Export	Association	of	Japan（http://beaj.jp）
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トワークの在り方、並びに②放送コンテンツの適正かつ円滑な製作・流通の確保について検討が進められ、2017
年（平成29年）7月に中間答申がとりまとめられた。2018年（平成30年）8月、主に中間答申以降の動向及び取
組状況等を踏まえ、放送サービスの高度化の実現に向けた課題を整理するとともに、今後取り組むべき事項につい
て、最終答申＊2がとりまとめられた。

Ξɹ์ૹίϯςϯπͷྲྀ௨Λ͑ࢧΔ৴γεςϜٴͼωοτϫʔΫͷࡏΓํ
最終答申における「今後取り組むべき事項」として、モバイル端末・PC向け同時配信については、ネット同時

配信を行うために必要な配信システム機能の共通化の検討を進め、ネット同時配信を継続的に実施しやすい環境を
整備すること、スマートテレビ向け4Kコンテンツの配信については、円滑な4K同時配信の提供に必要な技術仕
様の策定や人材育成支援等を行えるよう支援すること、視聴データの利活用については、地方自治体のオープン
データ等の連携による視聴者に身近な課題解決モデルの構築など、地域経済や地域社会に利用・還元できる仕組み
を支援すること等が示された。

また、規制改革実施計画（2018年（平成30年）6月15日閣議決定）においても、新たな配信基盤の構築に向
けて、技術の実証を行うこととされた。

これらを受け、総務省では、2018年度（平成30年度）に、放送コンテンツの配信を通じた災害情報等の提供
の在り方に関する実証事業、ネット同時配信に係る配信システム機能に関する実証事業、ブロードバンドを活用し
た地域放送サービスの展開方策に関する実証事業等を行い、それらの技術、運用面の課題及び有効な方策案をとり
まとめた。

Πɹ์ૹίϯςϯπͷదਖ਼͔ͭԁͳ࡞ɾྲྀ௨ͷ֬อ
放送コンテンツの適正な製作取引の推進については、「放送コンテンツの製作取引適正化に関するガイドライン」

（以下、「ガイドライン」という。）の周知・啓発の徹底、取引実態の調査の実施、ガイドラインの見直し、外部有
識者から構成される新たな推進体制の整備等が必要であるとされ、放送事業者による同時配信に関する権利処理に
ついては、放送事業者のビジネスモデルの具体像が明確となった段階において、権利処理方法の形成に向けた取組
を継続して行うことが重要であり、継続的な検討に向けた体制を整備することが必要とされた。

また、規制改革実施計画においても、製作取引について、実態調査やガイドラインの見直し等に取り組むととも
に、中立性・信頼性を有するコンプライアンス向上の体制整備の必要性を検討することなどとされたほか、権利処
理については、放送コンテンツの流通インフラ整備の必要性や課題を整理するとともに、同時配信に係る著作権等
処理の円滑化のための所要の課題解決を行うこととされた。

これらを受け、総務省では、製作取引に関して、2018年（平成30年）6月から同年11月にかけてヒアリング
による実態調査を実施し、同年10月に有識者等で構成される「放送コンテンツの適正な製作取引の推進に関する
検証・検討会議」（座長：舟田正之 立教大学名誉教授）を開催している。同年12月には同会議において論点整理
が行われ、ガイドラインの見直し、研修会等におけるガイドラインの周知・啓発の強化、推進協議会＊3の自主行
動計画の改定等に向けて取り組むこととされた。

同時配信に係る権利処理に関しては、2018年（平成30年）12月から、有識者等で構成される「ネット同時配
信に係る権利処理に関する勉強会」を開催し、将来、我が国においてネット同時配信が本格化した場合に備え、円
滑な権利処理の実現に向けて必要な対応策の検討等を進めている。

� 放送αʔϏεのߴԽ

�,ɾ�,のਪਐʹ͍ͭͯ�
Ξɹ4,ɾ�,ͱ

現在、放送サービスの高度化の一環として、4K・8K放送を推進している。4Kは現行のハイビジョンに比べて

＊2	 「視聴環境の変化に対応した放送コンテンツの製作・流通の促進方策の在り方」（平成28年諮問第24号）に関する情報通信審議会からの最終
答申：http://www.soumu.go.jp/menu_news/s-news/01ryutsu04_02000093.html

＊3	 放送事業者及び番組製作会社の業界団体等により構成する「放送コンテンツ適正取引推進協議会」（2017年（平成29年）6月設立）

I
C
T
政
策
の
動
向

第
4
章

放送政策の展開第 4節

令和元年版　情報通信白書　第�෦340



4倍の画素数、8Kは16倍の画素数を有しており、4K・8K放送により、視聴者の方に超高精細で立体感と臨場感
ある映像を楽しむことが可能となる。さらに、輝度の表現を拡大するHDR（High Dynamic Range imaging）
という技術を取り入れることにより、いわゆる白飛びや黒つぶれしていた輝度差の激しいシーンでも大幅に自然な
表現が可能となる。日本においては、2018年（平成30年）12月からBS・東経110度CSにおける4K・8K実用
放送である「新4K8K衛星放送」が開始された。欧米、アジア等の諸外国においてもDIRECTV（米）やSky UK

（英）といった衛星放送事業者やNetflix（米）などネット配信サービス事業者が4Kサービスへの取組を進めてお
り、コンテンツの高精細化が世界の潮流となっている。こうした状況を踏まえ、政府のみならず、放送事業者、受
信機メーカー、販売店及びその他関係組織・団体がそれぞれの強みを活かして連携しながら4K・8Kの推進に取り
組んでいる。

Πɹ4,ɾ�,์ૹʹؔ͢Δऔ
ʢΞʣ૯লʹΑΔऔ

総務省においては、2014年（平成26年）2月から「4K・8Kロードマップに関するフォローアップ会合」を開
催し、同年9月には中間報告を公表した。その後、4Kについては、実用放送等の開始やコンテンツ制作の進展な
ど同報告に沿った取組を着実に推進してきた。さらに、2015年（平成27年）7月に取りまとめられた第二次中間
報告においては、4K・8Kの将来を展望し、その対象期間を2025年（令和7年）頃まで延長すること等を内容と
する「4K・8K推進のためのロードマップ」の改定を行った（ਤද�������）。

総務省では、ロードマップに沿って、新4K8K衛星放送の開始に向け、2016年度（平成28年度）に放送事業
者認定等のための制度整備を実施し、2017年（平成29年）1月、BS・東経110度CSにおいて、NHK、民放キー
局系5社を含む11社19番組の認定を行った（ਤද�������）。また、衛星放送用受信設備や4K・8K放送の番組
中継装置にかかる技術的条件の検討や伝送路の光化の支援のための補助制度を創設した。
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ʢΠʣऀۀࣄʹΑΔऔ
これまでに、ロードマップに沿って、2015年（平成27年）からCS（通信衛星を利用した一部のCS放送）や

ケーブルテレビ等において4K実用放送が開始された。特に、ケーブルテレビにおいては、同年5月に、4K-VOD
（Video On Demand）の実用サービスが、同年12月に4K実用放送である「ケーブル4K」が開始されている。
この「ケーブル4K」は、ケーブルテレビ業界初の「全国統一編成による4K放送」のコミュニティチャンネルで
あり、当初39社のサービス提供から始まり、2018年（平成30年）4月1日時点では82社が提供中であり、将来
的には計140社以上のケーブルテレビ局がサービスを開始する予定である。

また、BSにおいては、2016年（平成28年）から4K・8K試験放送が開始され、特に8K試験放送は世界初の
試みとして実施された（2018年（平成30年）7月放送終了）。2017年（平成29年）4月には、我が国初の東経
110度CS左旋波＊4による4K試験放送が開始された（2018年（平成30年）10月放送終了）。

そして、4K・8K実用放送の円滑な開始に向け、2017年（平成29年）4月には、総務省と放送業界、機器製造
業界及び家電販売業界等の関係団体・事業者が連携し周知・広報等を推進する「4K・8K放送推進連絡協議会」を
立ち上げ、同年11月の第3回連絡協議会において「4K・8K放送に関する周知・広報計画（アクションプラン）」
を取りまとめ公表した。その具体的な取組の一環として、同年12月1日には、「新4K8K衛星放送開始1年前セレ
モニー」が開催され、サービス名称やロゴの発表を行うなど、メディアを通じた周知・広報活動を行った。そし
て、2018年（平成30年）12月には、「新4K8K衛星放送開始セレモニー」が開催され、新4K8K衛星放送が9者
17チャンネルで開始された。

なお、4K（対応）テレビについては、2019年（平成31年）2月期の出荷台数は約17.9万台、2月期のテレビ
出荷台数に占める割合は51.4％となっている。また、同期の4K（対応）テレビの出荷金額は256億円で、テレビ
全体の出荷金額332億円に占める割合は77.3％となっている＊5。

また、新4K8K衛星放送では、現行の方式とは異なる新しい伝送方式が採用されており、視聴するためには当該

ਤද������� ৽�,�,Ӵ放送をऀۀࣄ͏ߦ

#4ӈટ

/P ೝఆをड͚たࣾ νϟϯωϧ໊ 周波数 放送։࢝（༧ఆ） ൪のछผ
1 ϏʔΤεே（ג） #4ே�, �DI ฏ3�12݄1 ૯߹ฤ
2 ژ#4ςϨϏ౦（ג） #4ςϨ౦�, �DI ฏ3�12݄1 ૯߹ฤ
3 #4ຊ（ג） #4ςϨ�, �DI ྩݩ�݄1 ૯߹ฤ
� ຊ放送ڠձɹ˞�, /),�#4�, 1�DI ฏ3�12݄1 ૯߹ฤ
� #4�5#4（ג） #4�5#4��, 1�DI ฏ3�12݄1 ૯߹ฤ
� ϏʔΤεϑδ（ג） #4ϑδ�, 1�DI ฏ3�12݄1 ૯߹ฤ

ટࠨ#4 ˞৽�,�,Ӵ放送の։͚ͯʹ࢝、৽ͨʹ։放ͨ͠電

/P ೝఆをड͚たࣾ νϟϯωϧ໊ 周波数 放送։࢝（༧ఆ） ൪のछผ
1 4$αςϥΠτ放送（ג） γϣοϓνϟϯωϧ�, �DI ฏ3�12݄1 γϣοϐϯά൪
2 27$αςϥΠτ（ג） �,�27$ �DI ฏ3�12݄1 γϣοϐϯά൪
3 ౦৽ࣾϝσΟΞαʔϏε（ג） βɾγωϚ�, �DI ฏ3�12݄1 өը
� 80808（ג） 80808 12DI ྩ212݄1 ૯߹ָޘ
� ຊ放送ڠձɹ˞�, /),�#4�, 1�DI ฏ3�12݄1 ૯߹ฤ

���$4（࣮用放送） ˞৽�,�,Ӵ放送の։͚ͯʹ࢝、৽ͨʹ։放ͨ͠電

/P ೝఆをड͚たࣾ νϟϯωϧ໊ 周波数 放送։࢝ ൪のछผ
1

εΧύʔɾΤϯλʔςΠϝϯτ（ג）

+�410354�1（�,） �DI ฏ3�12݄1 εϙʔπ
2 +�410354�2（�,） �DI ฏ3�12݄1 εϙʔπ
3 +�410354�3（�,） 11DI ฏ3�12݄1 εϙʔπ
� +�410354��（�,） 11DI ฏ3�12݄1 εϙʔπ
� ελʔνϟϯωϧ��, 1�DI ฏ3�12݄1 өը
� εΧνϟϯ1��, 1�DI ฏ3�12݄1 ૯߹ָޘ
� εΧνϟϯ2��, 21DI ฏ3�12݄1 ૯߹ָޘ
� ຊөըʴ࣌ܶ��, 23DI ฏ3�12݄1 ૯߹ָޘ

＊4	 東経110度CS左旋波：東経110度CSの左旋円偏波のトランスポンダ（送信機）より発射される電波（周波数）
＊5	 出典：（一社）電子情報技術産業協会　統計
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方式の受信が可能な対応受信機（チューナー）等が必要である。さらに、従来の右旋円偏波＊6の電波に加え、左
旋円偏波の電波が用いられることから、受信アンテナの交換が必要になる場合もあり、新4K8K衛星放送を視聴す
るために必要な対応等について消費者をはじめ多くの方々にわかり易く丁寧に伝えることが引き続き重要である。

東京オリンピック・パラリンピック競技大会が開催される2020年（令和2年）には、全国の多くの方々に
4K・8Kの躍動感と迫力のある映像を楽しんでいただけるよう、今後も、総務省や関係団体・事業者が連携し、そ
の魅力や視聴方法等に関する周知・広報等に取り組んでいく。
ʢʣ্放送のߴԽʹ͚ͨऔ

多くの放送メディアにおいて4K・8K放送が開始される中、地上テレビジョン放送についてはロードマップにお
いて現行の2K放送が「継続」となっており、「4K・8Kの実現には技術やコスト等の解決すべき課題は多い」、「よ
り効率的な伝送を実現すべく、速やかに総合的な研究開発の取組を進め」などとされている。

このため、総務省では4Kや8Kといった超高精細度放送など、地上テレビジョン放送の高度化を実現する上で
必要になる要素技術の確立に向けて様々な研究開発に取り組んでおり、2019年（平成31年）2～3月には、東京
地区及び名古屋地区において地上波による4K・8K伝送実験を実施した。

2019年度（令和元年度）からは、これまでの地上テレビジョン放送の高度化に関する研究開発成果を踏まえ、
技術基準策定に向けた取組（放送用周波数を有効活用する技術方策に関する調査検討）に着手している。

έʔϒϧςϨϏ�
地上波テレビ放送の難視聴区域の解消を当初の目的として誕生したケーブルテレビは、自主放送（コミュニティ

チャンネル等）や多チャンネル放送など、放送サービスの高度化と合わせてサービスの充実を図ってきた。さらに
は、各家庭まで敷設したケーブルを活かして電気通信サービスであるインターネット接続サービスや固定電話サー
ビスを展開し、放送サービスと合わせ、いわゆる「トリプルプレイ」サービスを提供している。さらに、近年は
MVNOサービスや地域BWAサービスといった無線による移動通信サービスを展開するなど、ケーブルテレビは、
時代の変化に対応しながら地域の総合的な情報通信メディアとして成長を遂げている。

総務省では、4K・8Kや動画配信サービスの普及などケーブルテレビを取り巻く環境が近年大きく変化している
中、地域に寄り添うメディアであるケーブルテレビが、今後もその公共的役割を果たすことが出来るよう、ケーブル
テレビの将来像を検討することを目的として、2016年（平成28年）11月より「放送を巡る諸課題に関する検討会　
地域における情報流通の確保等に関する分科会」の下に「ケーブルテレビワーキンググループ」を開催し、2017年

（平成29年）5月にワーキンググループでの検討結果を報告書（「ケーブルビジョン2020+」）として取りまとめた。
報告書では、公共的なメディアであるケーブルテレビが災害時の情報伝達手段としての役割や2018年（平成

30年）12月開始の「新4K8K衛星放送」を普及させる役割を果たすためにも、ケーブルテレビネットワークの光
化（FTTH化）を進め、その強靱化・高度化を図る必要があるとまとめている。総務省では、ケーブルテレビネッ
トワークの耐災害性を高めるとともに、4K・8Kの送受信環境を確保することを目的として、ケーブルテレビネッ
トワークの光化に対する補助（ケーブルテレビネットワーク光化促進事業、ケーブルテレビ事業者の光ケーブル化
に関する緊急対策事業）を実施している（ਤද�������）。また、引き続き有線・無線、放送・通信にまたがるサー
ビスを提供していくため、ケーブルテレビ事業者が相互の連携を深めるとともに、IoTサービスやスマートシティ
等の新たなサービスにも取り組んでいくべきであるとしており、今後の更なる取組の深化が期待される。

また、大容量の4K・8Kコンテンツをケーブルテレビにおいて伝送するための制度的検討も行っている。総務省
は、ケーブルテレビがインターネットプロトコル（IP）を活用して、放送と通信のトラヒックを効率的かつ安定
的に伝送できるよう、IPマルチキャスト方式を用いた放送のあり方等について検討することを目的に、2017年

（平成29年）11月から「4K・8K時代に向けたケーブルテレビの映像配信の在り方に関する研究会＊7」を開催し、
2018年（平成30年）6月に最終報告書＊8が取りまとめられ、情報通信審議会情報通信技術分科会放送システム委
員会において一部答申が示され、有線一般放送の品質に関する技術基準を定める省令（平成23年総務省令第95

＊6	 右旋円偏波・左旋円偏波：電波の進行方向に対して偏波面が右回りに回転している電波を右旋円偏波、左回りに回転している電波を左旋円偏
波という。

＊7	 4K・8K時代に向けたケーブルテレビの映像配信の在り方に関する研究会：
	 http://www.soumu.go.jp/main_sosiki/kenkyu/4k8k_cable_ip/index.html
＊8	 4K・8K時代に向けたケーブルテレビの映像配信の在り方に関する研究会　報告書及び意見募集結果の公表：
	 http://www.soumu.go.jp/main_sosiki/kenkyu/4k8k_cable_ip/02ryutsu12_04000135.html
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号）を2019年（平成31年）1月に改正した。

� 放送ωοτϫʔΫのڧ㔸Խ
放送ネットワークの強靱化に向けた放送事業者や地方公共団体等の取組を支援するため、総務省は、2014年度

（平成26年度）に創設した「ラジオ放送を行う基幹放送事業者又は基幹放送局提供事業者が取得した災害対策のた
めの一定の無線設備に係る固定資産税の課税標準の特例措置」を2019年度末（令和元年度末）まで実施するとと
もに、2019年度（令和元年度）予算において、一般財源による「放送ネットワーク整備支援事業（地上基幹放送
ネットワーク整備事業及び地域ケーブルテレビネットワーク整備事業）」（ਤද�������）や、電波利用料財源によ
る「民放ラジオ難聴解消支援事業」（ਤද�������）及び「地上基幹放送等に関する耐災害性強化支援事業」（ਤද
�������）を実施している。

ਤද������� έʔϒϧςϨϏऀۀࣄのޫέʔϒϧ化にؔすΔٸۓ対ۀࣄࡦ

ओମۀࣄ˓
ɹࢢொଜ、ࢢொଜの࿈ܞ主体ຢୈࡾηΫλʔ

˓ิॿ対Ҭ
ɹҎԼの①ʙᶅの͍ͣΕຬͨ͢地Ҭ
ɹɹ①έʔϒϧςϨϏ͕地ҬܭࡂըʹҐஔ͚ΒΕ͍ͯΔࢢொଜ
ɹɹ②݅ෆར地Ҭ
ɹɹᶅࡒྗࢦ͕���ҎԼのࢢொଜͦのଞಛʹඞཁͱೝΊΔ地Ҭ

˓ิॿ率
ɹᾇࢢொଜٴͼࢢொଜの࿈ܞ主体：1/2
ɹᾈୈࡾηΫλʔ：1/3

˓ิॿ対ܦඅ
ɹޫϑΝΠόέʔϒϧ、送ड৴設備、Ξϯςφɹ等

Πϝʔδۀࣄ

ʲྩݩ༧ࢉɿ����ԯԁʳ
ʲฏ��ୈิ࣍�正༧ࢉɿ����ԯԁʳ

ɹฏ3��݄߽Ӎ等Λ౿·͑、έʔϒϧςϨϏ事業者Λ対象ʹ、局ࣷ所ࡏ地のൃࡂੜݥة、送࿏のํࣜٴͼ局ࣷの停電対策
の֬ೝのٸۓݕΛ͍ߦ、停電ٴͼ局所త߽Ӎࡂ等ʹऑ͍ͳͲ՝͕͋ΔέʔϒϧςϨϏ事業者͕໌ͨͨ͠Ί、έʔϒϧςϨϏ
ωοτϫʔΫのڧੑࡂԽ（έʔϒϧςϨϏωοτϫʔΫޫԽ）のͨΊのٸۓ対策Λ࣮͢ࢪΔɻ

ޫϊʔυ

λοϓΦϑ
ϔουΤϯυ

Ξϯςφ

ޫέʔϒϧ化

ޫέʔϒϧ
ಉ࣠έʔϒϧ
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ਤද������� 放送ωοτϫʔΫඋࢧԉۀࣄ（Ұൠݯࡒ）

ඃࡂใ避難ใͳͲ、ࠃຽのੜ໋ɾ࢈ࡒの֬อʹෆՄܽͳใΛ࣮֬ʹఏ͢ڙΔͨΊ、ൃࡂੜ࣌ʹ地Ҭʹ͓͍ͯ
ॏཁͳใୡखஈͱͳΔ放送ωοτϫʔΫのڧ㔸ԽΛ࣮͢ݱΔɻ

ᶃ্װج放送ωοτϫʔΫඋۀࣄ

予備送৴所設備等、ࡂ対策補送৴所等、
地ใ設備等の整備Λଅਐٸۓ

ใのࡂ
ਝɾਖ਼֬ͳୡ

放送ϝσΟΞ

放送ࢪ設の
Խڧ対策ࡂ

予備送৴所設備等

送৴所等対策補ࡂ 地ใٸۓ ใ放送ܯٸۓ 等

ᶄҬέʔϒϧςϨϏωοτϫʔΫඋۀࣄ

ڙの֬อʹෆՄܽͳใの࣮֬ͳఏ࢈ࡒຽのੜ໋ɾࠃ
�ɹࡦࢪの֓ཁ
ɹ（�）ࡦࢪのഎܠ
ɹɹɹɹ౦ຊେࡂΛ͡Ί、ਂࠁͳࡂ（地、෩、߽Ӎ、ཽר等）͕සൃ͍ͯ͠Δ

͜ͱ、ೆւτϥϑڊେ地ɾटԼ地等のେنൃࡂੜのՄੑ͕ࢦఠ͞Ε
͍ͯΔ͜ͱΛ౿·͑、放送ωοτϫʔΫのڧ㔸ԽΛਪਐ͠、住ຽ͕地ํެஂڞ体等͔
Βؔࡂ࿈ใ等Λ࣮֬ʹೖखͰ͖ΔΑ͏ͳڥΛߏங͢Δɻ

ɹ（�）ࡦࢪの۩ମత༰
ɹɹɹɹ放送のःஅのճ避等ͱ͍ͬͨࡂ上の؍͔Β、࣍のඅ用のҰ෦Λ補助
ɹɹɹɹ①放送局の予備送৴所設備等、ࡂ対策補送৴所等、
ɹɹɹɹɹٸۓ地ใ設備等の整備අ用
ɹɹɹɹɹ（্װج放送ωοτϫʔΫඋۀࣄ）

ɹɹɹɹ②έʔϒϧςϨϏ幹ઢの2ϧʔτԽ等の整備අ用
ɹɹɹɹɹ（݅ෆར地Ҭʹ͍ͭͯ、ٺԽͨ͠طଘ幹ઢΛಉߋʹ࣌վ͢Δ
ɹɹɹɹɹ�ͱ͖補助対象）
ɹɹɹɹɹ（ҬέʔϒϧςϨϏωοτϫʔΫඋۀࣄ）

ɹ（�）ۀࣄओମ、ิॿ率
ɹ���ɹɹ地ํެஂڞ体ɹɹ補助率1/2
ɹ���ɹɹୈ3ηΫλʔ、地上基幹放送事業者等ɹɹ補助率1/3

ຊ
ࣾ

送৴所

Ճೖ者宅ɾެຽؗ

λοϓΦϑ

$"57局ࣷ
（送ग़ஔɾϔουΤϯυ）

Ξϯϓ

（݅ෆར地ҬʹݶΔ）

ԕִػޚ੍ࢹΛ整備

ٺԽͨ͠طଘװઢのߋ৽

ແઢԽ

2ϧʔτԽ

自主放送ɾ地上࠶放送

ޫϊʔυ
14 14

ط
ଘ
װ
ઢ

ਤද������� ຽ放ϥδΦௌղফࢧԉۀࣄ（電波利用ྉݯࡒ）

খのۭ中ઢ電ྗ࠷Λ֬อ͢ΔͨΊ、ඞཁڙの֬อʹඞཁͳใのఏ࢈ࡒΔੜ໋ɾ͚͓ʹ࣌ࡂணͨ͠ใີʹ׆ຽੜࠃ
の中継局整備ʹΑΓϥδΦの難ௌΛղফ等͠、電のదਖ਼ͳར用Λ֬อ͢Δɻ

�ɹࡦࢪの֓ཁ
ɹ（1）放送、ࠃຽੜ׆ʹີணͨ͠ใఏڙखஈͱͯ͠、ಛʹϥδΦ࣌ࡂのʮϑΝʔετɾΠϯϑΥʔϚʔʯ（ୈҰใఏڙ者）ͱͯ͠、ޙࠓͦのࣾձత

ΛՌ͍ͨͯ͘͜͠ͱ͕ඞཁɻ
ɹ（2）ϥδΦʹ͍ͭͯ、地ܗతɾ地ཧతཁҼ、֎ࠃࠞ৴の΄͔、電ػࢠ器のීٴݐのݎ࿚Խ等ʹΑΓ難ௌ͕૿Ճ͓ͯ͠Γ、ͦのղফ͕՝ɻ
ɹ（3）ฏ࣌ࠃ、͍͓ͯʹ࣌ࡂຽʹ対͢Δ放送ʹΑΔਝ͔ͭద切ͳใఏڙखஈΛ֬อ͢ΔͨΊ、難ௌղফのͨΊの中継局整備Λ͏ߦϥδΦ放送事業者等ʹ対

͠、ͦの整備අ用のҰ෦Λ補助͢Δͱͱʹ、難ௌ対策のޮՌతͳਪਐʹد༩͢ΔऔΛ࣮ࢪɻɹ

�ɹεΩʔϜ（ิॿۚ）
ɹ（1）事業主体
ɹɹɹຽؒϥδΦ放送事業者、自治体等
ɹ（2）補助対象
ɹɹɹ難ௌ対策ͱͯ͠の中継局整備
ɹ（3）補助率
ɹɹɹɾ地ཧతɾ地ܗత難ௌ、֎ࠃࠞ৴ɹ2/3
ɹɹɹɾܕࢢ難ௌɹɹ1/2
�ɹɹɹɹɹɹɹɹɹɹ

ཧతɾܗతௌ
తཁҼΑܗ෦、ౡ等、地ཧతɾ地ؒࢁ
Γ電͕ಧ͖ʹ͍͘地Ҭʹ͓͚Δ難ௌɹ

ɹɹɹɹɹܕࢢௌ
電ػࢠ器のීٴݐのߴԽ、
͚͓ʹ෦ࢢҼのݪ࿚Խ等͕ݎ
Δ難ௌ

ɹɹɹɹ֎ࠃࠞ৴
ڑの".ϥδΦのࠃ֎
ൖʹΑΔࠞ৴

Իࡶؾःṭ電ݐ

の".ϥδΦ局ࠃ֎
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4 放送Πϯϑϥʹ͓͚Δ҆શɾ৴པੑの֬อ
2011年（平成23年）6月に施行された改正放送法によって、放送停止事故の防止等、安全・信頼性を確保し、

放送の公共的役割をより十全に発揮させることを可能とする観点から、放送設備に対する技術基準、設備に起因す
る重大な事故の報告等に関する規定が設けられた。これらの規定に基づき、総務省では放送事業者に対して放送設
備を適切に維持することを義務づけるとともに、重大な事故の発生時にはその原因を明らかにして再発防止を徹底
させる等、積極的な取組を推進している。また、事故の発生状況について半年または1年ごとの報告を放送事業者
に義務づけ、事故の発生原因や傾向を分析し公表しているほか、セミナー及び講演等を活用し、安全・信頼性向上
に向けた情報発信を行っている。

放送は必要な情報を瞬時に伝達できる公共性の高い社会インフラであり、緊急災害時はもちろんのこと日頃から
常に国民に対して情報を伝達できるよう、高い安全・信頼性が求められることから、より一層の安全・信頼性確
保、事故発生件数の低減に向けて、引き続き取り組んでいくこととしている。

� 放送政策ʹؔ͢Δॾ՝
総務省は、近年の技術発展やブロードバンドの普及等、視聴者を取り巻く環境変化等を踏まえ、放送に関する諸

課題について検討することを目的に、2015年（平成27年）11月から総務大臣の懇談会である「放送を巡る諸課
題に関する検討会」（座長：多賀谷一照 千葉大学名誉教授、以下「検討会」という。）を開催している。
「検討会」では、2016年（平成28年）9月に公表した「第一次取りまとめ」を踏まえ、NHKによる放送番組の

インターネット常時同時配信をはじめとする新たな時代の公共放送のあり方について、有識者等からの意見を聴取
しつつ、法的論点の整理等も含めた検討を行った。また、「新しい経済政策パッケージ」（2017年（平成29年）12
月閣議決定）において、放送事業の未来像を見据えて、放送用に割り当てられている周波数の有効活用等について
検討を行うこととされたことから、2018年（平成30年）1月、「検討会」の下に「放送サービスの未来像を見据
えた周波数有効活用に関する検討分科会」を開催した。特に衛星放送を巡る課題については、同分科会の下で、

「衛星放送の未来像に関するワーキンググループ」を開催し、メディアの特性を踏まえた専門的な検討を行った。
そして、新たな時代の公共放送及び放送サービスの未来像を見据えた周波数の有効活用の各課題について、同年9
月に「第二次取りまとめ」を公表した。
「第二次取りまとめ」では、NHKが放送の補完として常時同時配信を実施することは、NHKに対する国民・視

ਤද������� ্װج放送等にؔすΔ耐災害性強化ࢧԉۀࣄ（電波利用ྉݯࡒ）

●　େنͳ自વ࣌ࡂʹ͓͍ͯ、放送局等͕ඃ͠ࡂ、放送の継ଓ͕ෆՄͱͳͬͨ߹、ඃࡂใ避難ใ等ॏཁ
ͳใのఏࢧʹڙোΛٴ΅͢ͱͱʹ、पのར用ޮ率のԼΛͨΒ͓ͦ͢Ε͕͋Δɻ

●　͜ΕΛճ避͢ΔͨΊʹ、େنͳ自વ࣌ࡂʹ͓͍ͯ、ద切ͳपׂʹΑΓஔ局͞Εͨݱ用の放送局͔Β
の放送Λ継ଓͤ͞、पの༗ޮར用ΛਤΔඞཁ͕͋Δɻ

●　͜のͨΊ、地上基幹放送等の放送局等のڧੑࡂԽʹΔ対策ʹ͍ͭͯ、ܦඅのҰ෦Λ補助͢Δɻ

（1）事業主体：地上基幹放送事業者等、自治体等
（2）補助対象：①停電対策、②予備設備の整備
（3）補助率：自治体等1/2、地上基幹放送事業者等1/3

電源切替器

放送設備

中継局等

商用電源

移動中

発電機等
（長時間対応）

住宅

避難所

大規模な自然災害時に、放送局等が被災した場合、
周波数の利用効率の低下をもたらすおそれ

適切な周波数割当により置局された現用の放送局からの
放送を継続し、電波の適正な利用を確保

放送局等の
耐災害性を強化

現用放送局の放送継続により、
周波数の利用効率の低下を回避
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聴者からの信頼が今後も確保されることを前提に、一定の合理性、妥当性があるとされた。具体的には、総務省に
対して、NHKのインターネット活用業務のあり方の見直し及びNHKのガバナンス改革に係る制度整備等の対応
を求めるとともに、NHKにおいては、インターネット活用業務のあり方及びガバナンス改革に関し、具体的な内
容・方策等を検討するとともに、関連団体への業務委託の透明性・適正性の向上、子会社のあり方等を見直す抜本
的な改革を引き続き着実かつ徹底的に進め、既存業務を含む業務全体の見直し、受信料の体系・水準等の受信料の
あり方の見直しを進めることが、常時同時配信の実施に当たって求められるとされた。また、衛星放送における周
波数の有効活用については、新規参入に関する認定及び認定更新の際に帯域の有効活用を検証し、有効活用が見込
まれない場合については、総務大臣が指定する帯域を有効活用が担保できる水準とする仕組みを法制度上明確に位
置づけることが望ましいとされた。

この「第二次取りまとめ」を踏まえ、2019年（平成31年）3月、総務省は放送法の一部を改正する法律案を国
会に提出し、同年（令和元年）5月、同法案は成立した（ਤද�������）。

また、規制改革実施計画（2018年（平成30年）6月閣議決定）や「第二次取りまとめ」の指摘を受け、放送コ
ンテンツのインターネット配信の一層の進展により、ネットワーク運用に係る課題をはじめ、放送と通信にまたが
る技術的課題等への対処が必要となることを踏まえ、2018年（平成30年）10月、放送事業者、通信事業者、関
連団体等より構成される「放送コンテンツ配信連絡協議会」（会長：村井純 慶応義塾大学環境情報学部教授）が設
立され、関係者間の定常的な情報共有及び課題検討が行われている。

加えて、同計画を踏まえ、「検討会」の下に「放送用周波数の活用方策に関する検討分科会」、「放送事業の基盤
強化に関する検討分科会」及び「新たなCAS機能に関する検討分科会」を新たに開催している。
「放送用周波数の活用方策に関する検討分科会」では、放送用に割り当てられている周波数の有効活用等の観点

から、放送大学の地上放送跡地及びV-High帯域の活用方策等について検討を行っており、2度にわたり実施した
V-High帯域の利用に関する提案募集の結果を踏まえ、2019年（平成31年）4月に「V-High帯域の活用方策に
関する取りまとめ」を公表した。これを受け、総務省では、当該帯域の有効活用の観点から、実証実験を通じて
ユースケースの早期具体化を図っていくため、同帯域を特定実験試験局用周波数として位置付けるなど、柔軟かつ
容易に実証及び検証を行うことが可能な環境の整備を進めている。
「放送事業の基盤強化に関する検討分科会」では、ローカル局の経営基盤強化のあり方及び放送事業者の経営ガ

バナンスの確保の観点から、放送事業者の経営の現状分析、放送事業者の経営基盤強化のあり方、AMラジオのあ
り方、放送事業者の経営ガバナンスの確保等について検討を行っている。経営ガバナンスについては、同分科会に

ਤද������� 放送๏のҰ෦をվ正すΔ๏Ҋの֓ཁ

ɹۙʹ͓͚Δ放送ΛΊ͙ΔࢹௌڥのมԽٴͼ/),ʹ対͢Δ৴པ֬อのඞཁੑʹؑΈ、/),ʹ͍ͭͯΠϯλʔωοτ
ӦΛ֬อ͢ΔͨΊの੍Λॆ࣮͢Δ΄͔、Ӵ基幹放送ܦ用業の対象Λ֦େ͢Δͱͱʹ、/),άϧʔϓのదਖ਼ͳ׆
の業のೝఆཁ݅のՃΛ͏ߦɻ

1ɽ/),のΠϯλʔωοτ׆用業の対象の֦େ

2ɽ/),のΨόφϯεվֵ（/),άϧʔϓのదਖ਼ͳܦӦΛ֬อ͢ΔͨΊの੍のॆ࣮）

3ɽӴ基幹放送ʹΔपの༗ޮར用（Ӵ基幹放送の業のೝఆཁ݅のՃ）

①ৗ࣌ಉ࣌৴（/),のࠃςϨϏ放送のશͯの放送൪Λ放送ͱಉ࣌ʹΠϯλʔωοτͰ৴͢Δ͜ͱ）の࣮ࢪΛղې

②/),のΠϯλʔωοτ׆用業͕దਖ਼ʹ࣮͞ࢪΕΔ͜ͱΛ֬อ͢ΔͨΊのાஔの整備
ɹɾ地ํ͚の放送൪のఏڙɾଞの放送事業者ͱのྗڠʹؔ͢Δྗٛ
ɹɾຖ事業の࣮ܭࢪըのಧग़ɾެදٛ
ɹɾ࣮ࢪ基४のެද、࣮ࢪ基४の९कٛ、ಉٛҧʹ対͢Δ९कࠂקɹ等

①ίϯϓϥΠΞϯεの֬อ（ձࣾ๏੍ʹ฿ͬͨنఆの整備）
ɹɾܦӦҕһձ（/),のҙܾࢥఆؔػ）͕/),άϧʔϓの෦౷੍ʹܾ͖ؔٞ͢͠事߲Λ۩体తʹنఆ
ɹɾ/),һの/),ʹ対͢Δ࣮ٛ
ɹɾࠪҕһձのνΣοΫػڧԽ（һのݖٴの༩等）

②ใެ։ʹΑΔಁ໌ੑの֬อ
ɹɾ/),άϧʔϓʹؔ͢Δใのఏڙの͚ٛ等

ᶅಁ໌ͰܭըతͳΨόφϯεの֬อ
ɹɾ中ܦظӦܭըの࡞ɾެදɾऩࢧ予ࢉ等のఴ、ύϒίϝखଓ等

ɾӴ基幹放送ʹ͓͍ͯ৽ࢀنೖ放送αʔϏεのଟ༷ԽɾߴԽΛਤΔͨΊʹ、पのޮ率తͳར用͕ඞཁ
ɾͦのͨΊ、৽ͨʹ૯େਉ͕प用基४ΛఆΊΔ͜ͱͱ͠、Ӵ基幹放送の業のೝఆٴͼೝఆߋ৽のࡍ、֘基४のద߹ੑΛ৹ࠪ͢ΔࢫのنఆΛՃ
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おける検討を踏まえ、2019年（平成31年）3月に、放送事業者に対しベストプラクティス等の共有が行われた。
「新たなCAS機能に関する検討分科会」では、故障時などにおける消費者負担の低減方策やコンテンツ保護機能

と視聴者制御機能の分離などの観点から新たなCAS機能の在り方について検討を行っている。
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����（ฏ��）�݄に、ຊをத৺にશࠃతにൣ͍ғͰ発ੜしたهతな大Ӎ（Ҏ下ʮฏ���݄
߽Ӎʯͱ͍͏ɻ）ಉ�݄に発ੜしたւಓৼํத౦෦をݯͱすΔ（Ҏ下ʮฏ��ւಓৼ౦෦
）ͱ͍͏ɻ）にࡍしͯ、被災したํެஂڞମがॅຽに対しͯ災害時のใఏڙをすΔたΊにྟ時災害放送局を
։ઃすΔに当たり、૯লからྟ時災害放送局用ઃඋをିしग़したɻ

1　臨時災害放送局設備の貸出
૯লͰ、災害時にお͍ͯ、ํެஂڞମ等が被災にϥδΦ放送Ͱใをಧ͚Δ͜ͱがͰ͖Δよ͏、ྟ時災
害放送局用ઃඋをିしग़し͍ͯΔɻ（ਤද�）
����（ฏ��）にお͍ͯ、ฏ���݄߽Ӎのࡍに、ౡ۽ݝொٴͼࡔொ（�局։ઃ）に対し、
ւಓৼ౦෦のࡍに、ւಓްਅொٴͼΉかΘொに対し、それͧれ当֘ઃඋをି༩し、ྟ時災害放送局の։
ઃをࢧԉしたɻ（ਤද�）

ਤද� ྟ時災害放送局ઃඋのିग़

ྟ時災害放送局
ɾඃのܰݮʹཱͭใ
ɾඃࡂ者のੜ҆׆ఆʹد༩͢Δใ

՝
ɾػ器ௐୡํ๏のݕ౼
ɾ設ஔ所のݕ౼
ɾϊϋのڞ༗Խ

対策

災害時にお͚Δྟ時災害放送局の։ઃのԁ化

ํެஂڞମ 被災ॅຽ

ϥδΦϥδΦ

ɾฏ࣌地ํެஂڞ体等ʹ͓͚Δ
ɹ送৴ௐࠪ、ӡ用܇࿅等ʹ׆用
ɾ࣌ࡂ地ํެஂڞ体等ʹିग़

機ثを૯合௨৴局等にඋ

ਤද� ͜れ·Ͱのିग़࣮（����（ฏ��）�݄現ࡏ）

災害໊ ିしग़した自࣏ମ ିग़ظ間

ฏ2�۽ຊ地
（ͪ·͞͏͜）ொࠤߕݝຊ۽ ฏ2�݄̐ʙ݄̓
ધொ（Έ;Ͷ·ͪ）ޚݝຊ۽ ฏ2�݄̐ʙฏ2�݄̏

ฏ2�भ෦߽Ӎ Ԭݝேࢢ（͋͘͞Β͠） ฏ2�݄̓ʙฏ3�݄̍

ฏ3�݄߽̓Ӎ
ொ（͘·のͪΐ͏）۽ݝౡ ฏ3�݄̓ʙ1�݄
ொ（͔ͪ͞ΐ͏）ɹ（̎）ࡔݝౡ ฏ3�݄̓ʙ11݄

ฏ3�ւಓৼ౦෦地
ւಓΉ͔Θொ（Ή͔Θͪΐ͏） ฏ3�݄̕ʙ1�݄
ւಓްਅொ（͋ͭ·ͪΐ͏） ฏ3�݄̕ʙିग़中

2　地上基幹放送設備に関する緊急対策事業
૯লͰ、্װج放送にؔすΔٸۓ対ۀࣄࡦͱしͯ、����（ฏ��）から࣍のٸۓ対ࡦを࣮ࢪし
͍ͯΔ（ਤද�）ɻ
ɾ���災害時にํެஂڞମ等がϥδΦ放送Ͱใをಧ͚Δ͜ͱがͰ͖Δよ͏、ྟ時災害放送局ઃඋがະඋのํ
૯合௨৴局�Χॴに当֘ઃඋをඋɻ

ɾ���災害時にお͚Δௌ֮ো害ऀのใೖखखஈ確保のたΊ、放送൪のԻを自ಈͰจࣈ化し、εϚʔτϑΥϯ等
にදࣔさͤΔٕज़の࣮用化等に対しܦඅをॿɻ

ɾ���֤ 放送局が災害ใをωοτͰਝかͭԁにఏڙͰ͖Δڞ௨త৴ج൫をඋɻ

放送ωοτϫʔΫのڧਟԽ

政策フォーカス

放送政策の展開 第 4節
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ਤද� ্װج放送ઃඋにؔすΔٸۓ対ۀࣄࡦ

放送局設備の整備ࡂ࣌ྟ 者の௨త৴基൫の整備ௌ֮োڞใのࡂ
ஙߏγεςϜのڙນใఏࣈ

ө૾৴
ωοτϫʔΫ ௌ者ࢹ

放送局

1ఔのԆ
͕ൃੜ

（૯ল）ࠃ：主体ࢪ࣮
༰：地ํ૯߹௨৴局のྟࡂ࣌放送局

設備Λ備

業等ا主体：ຽؒࢪ࣮
༰：放送൪のԻΛ自動ͰจࣈԽ͠、

εϚʔτϑΥϯ等ʹදࣔͤ͞Δٕज़
の࣮用Խ等ʹ対͠ܦඅΛ助

主体：放送事業者等ࢪ࣮
༰：֤放送局͕ࡂใΛωοτͰਝ

͔ͭԁʹఏڙͰ͖Δڞ௨త৴基
൫Λ整備

地ใٸۓ
-Ξϥʔτɹ等

3　地上基幹放送等に関する耐災害性強化支援事業
大規模な自然災害時にお͍ͯ、放送局等（局ɾத継局の送৴ॴத継回ઢ等）が被災し、放送の継続がෆՄ
ͱなͬた場合、被災ใ避ใ等ॏཁなใのఏڙにࢧোをٴ΅すおそれが͋Δɻ
͜れを回避すΔたΊに、大規模な自然災害時にお͍ͯも、適切な周波数割当により置局された現用の放送局（
局ɾத継局の送৴ॴ）からの放送を継続さͤΔඞཁが͋Δɻ
͜のたΊ、૯লͰ্װج放送等の放送局等の耐災害性強化にΔ対ࡦに͍ͭͯ、ܦඅのҰ෦のิॿをͬߦ
͍ͯΔ（ਤද�）ɻ

ਤද� ্װج放送等にؔすΔ耐災害性強化ࢧԉۀࣄ

（1）事業主体：地上基幹放送事業者等、自治体等
（2）補助対象：①停電対策、②予備設備の整備
（3）補助率：自治体等1/2、地上基幹放送事業者等1/3

電源切替器

放送設備

中継局等

商用電源

移動中

発電機等
（長時間対応）

住宅

避難所

大規模な自然災害時に、放送局等が被災した場合、
周波数の利用効率の低下をもたらすおそれ

適切な周波数割当により置局された現用の放送局からの
放送を継続し、電波の適正な利用を確保

放送局等の
耐災害性を強化

現用放送局の放送継続により、
周波数の利用効率の低下を回避

4　ケーブルテレビ事業者の光ケーブル化に関する緊急対策事業
૯লͰฏ���݄߽Ӎ等を౿·͑、έʔϒϧςϨϏऀۀࣄを対に、局ࣷॴࡏの災害発ੜݥة、送
࿏のํࣜٴͼ局ࣷのఀ電対ࡦの確ೝのٸۓݕを͍ߦ、ఀ電ٴͼ局ॴత߽Ӎ災害等にऑ͍なͲ՝が͋Δέʔϒϧ
ςϨϏऀۀࣄが໌したたΊ、έʔϒϧςϨϏωοτϫʔΫの耐災害性強化（έʔϒϧςϨϏωοτϫʔΫޫ化）
のたΊのٸۓ対ࡦを࣮ࢪし͍ͯΔ（ਤද�）ɻ
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ਤද� έʔϒϧςϨϏऀۀࣄのޫέʔϒϧ化にؔすΔٸۓ対ۀࣄࡦ

事業Πϝʔδ

ʲྩݩ予�3�1：ࢉԯԁʳ

ओମۀࣄ˓
ɹɹࢢொଜ、ࢢொଜの࿈ܞ主体ຢୈࡾηΫλʔ

˓ิॿ対Ҭ
ɹɹҎԼの①ʙᶅの͍ͣΕຬͨ͢地Ҭ
ɹɹɹ①έʔϒϧςϨϏ͕地ҬܭࡂըʹҐஔ͚ΒΕ͍ͯΔࢢொଜ
ɹɹɹ②݅ෆར地Ҭ
ɹɹɹᶅࡒྗࢦ͕���ҎԼのࢢொଜͦのଞಛʹඞཁͱೝΊΔ地Ҭ

˓ิॿ率
ɹɹᾇࢢொଜٴͼࢢொଜの࿈ܞ主体：1/2
ɹɹᾈୈࡾηΫλʔ：1/3

˓ิॿ対ܦඅ
ɹɹޫϑΝΠόέʔϒϧ、�送ड৴設備、�Ξϯςφɹ等

ʲฏ3�ୈ2࣍補ਖ਼予1：ࢉ���ԯԁʳ

ޫϊʔυ

λοϓΦϑ
ϔουΤϯυ

Ξϯςφ

ޫέʔϒϧ化

ޫέʔϒϧ
ಉ࣠έʔϒϧ

5　大規模災害等緊急時放送への字幕付与等の取組状況
/),Ͱ、����（ฏ��）�݄に発ੜした෩��߸Ҏ߱、大規模災害等のࡍに、๚֎ࠃਓに͚た災
害ใのఏڙのたΊ、ࠃςϨϏ放送にお͍ͯը໘্にӳࣈςϩοϓͱ23ίʔυをදࣔし、/),ϫʔϧυ+"1"/
し͍ͯΔɻࢪのΣϒαΠτの༠ಋを࣮（放送ࡍࠃ）
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